
 

共 生 社 会 を 目 指 し 更 な る 施 策 の 展 開 を  

 

質 問 者  下  野  義  子  

 

国 は 「 障 が い 者 差 別 解 消 法 」 を 制 定 す る な

ど 、 障 害 の あ る 人 も 普 通 に 暮 ら し 、 地 域 の 一

員 として共 に生 きる社 会 作 りを目 指 している。

わ が 町 も 、 障 害 の 有 る 無 し に 関 わ ら ず 安 心 し

て 安 全 に 暮 ら せ る 共 生 社 会 を 目 指 し 、 障 害 の

理 解 ・ 啓 発 の み な ら ず 、 居 場 所 づ く り 、 就 労

機 会 の 提 供 や 支 え る 人 の 育 成 な ど 安 心 し て 暮

らせる環 境 づくり等 を具 体 的 に進 めるために、

条 例 制 定 も 視 野 に 入 れ た 更 な る 施 策 の 展 開 を

図 る べ き と 考 え る が 、 町 長 の 所 見 を 伺 う 。  

 


